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青切符（交通反則通告制度）とは 

 

一定の交通違反をした場合、「青切符」と「反則金の納付書」が交付され、納付金で 

反則金を納付すれば、刑事事件としての裁判手続きにはならないという制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車も 車のなかま 

ルールとマナーで交通事故ゼロの街づくりを！ 
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対象 

主な青切符対象行為と反則金（一例） 

反則金 反則金 反則金 

反則金 反則金 反則金 


